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建設工事事故防止対策の強化及び年末年始の工事現場の 

交通渋滞・安全対策について（通知） 

 
 
建設工事事故防止対策については、令和５年４月１８日付け検第６５号（建設工事における

労働災害防止対策及びゴールデンウィーク期間中の交通渋滞・安全対策について）により、安

全管理の徹底を図っていただいているところですが、改めまして、貴関係団体に対して、下記

の事項１に留意していただき、再度、安全管理の周知徹底をお願いします。 
また、年末年始につきましては、各工事受注者に対して、工事現場において片側通行止め等

の交通規制を行う際に交通渋滞を発生させないよう万全の対策を講じるとともに、期間中工事

を休止する際に工事現場内の安全管理が適切に行われるよう、下記の事項２に留意していただ

き、安全対策について周知徹底をお願いします。 
 

記 
 
１ 建設工事における労働災害防止対策について 

（１）本体工事に係る作業はもとより、車両や建設機械の基本的な操作・点検及び適用範囲

に、さらに入念な注意を払うこと。（建設機械施工安全技術指針、建設機械施工安全

マニュアル参照のこと。） 
（２）準備工や後片付け工及び軽微な作業等においても、本体工事と同様の安全対策を図る

こと。 
（３）高所作業を行う場合には、安全帯の使用や転落防止柵・防綱の設置等、適切な対策を

図ること。 
（４）作業計画及び施工計画書に従い、記載された安全管理の確認・指導、新規入場者教育

及びＫＹ活動等を徹底すること。特に、地下埋設物及び架空線近接箇所に関する作業

には注意を払うこと。 
（５）事故発生時には速やかに監督員に報告すること。また、緊急時（休日等）の連絡体制

について、監督員と受注時に確認しておくこと。 
（６）発注機関と合同で安全管理に関する説明会を開催し、建設業者へ安全管理の観点を明

確に伝えること。（説明会を開催する際には、労働基準監督署や建設機械メーカー等

から講師を派遣依頼するなど工夫すること。）また、現場の特性に応じた安全管理を

徹底すること。 
 

２ 年末年始の工事現場の交通渋滞・安全対策について 

（１）期間中は災害等緊急の場合を除き、極力交通規制を行わないような作業とすること。 
（２）やむを得ず交通規制を行う場合は、 
   ・最小区間及び最短時間の規制にとどまるよう努めること。 
   ・迂回路への誘導を図るため、わかりやすい案内表示に努めること。 
   ・できる限り実務に精通した交通誘導員の確保に努めること。 
 

３ その他（参考） 

（別添）「令和５年度年末年始労働災害防止強化運動の推進について」（茨城労働局長） 
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